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平成 27 年 10 月 ７ 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ７３ 　号）

　　　　規　　　則
○本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する
　条例施行規則 （税　務　課）　１

○住民基本台帳法の一部改正に伴う関係規則の整理に関
　する規則 （市町支援課）　15

　 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 七 年 十 月 七 日

石 川 県 知 事 　 　 谷 　 　 本 　 　 正 　 　 憲 　

石 川 県 規 則 第 三 十 三 号

　 　 　 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 　 こ の 規 則 は 、 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 課 税 標 準 額 の 計 算 ）

第 二 条 　 条 例 第 二 条 の 当 該 特 別 償 却 設 備 に 係 る も の と し て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 計 算 し た 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 区 分 ご と に 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 算 式 に よ っ て 計 算 し た 額 の 合 算 額 と す る 。

　 一

 

　 電 気 供 給 業 、 ガ ス 供 給 業 又 は 倉 庫 業 に 係 る 所 得 金 額 又 は 収 入 金 額

　 　 　

 県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額又
は収入金額

　 　 　
×

当該新設し、又は増設した特別償却設備に係る固定資産の価額

当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額

　 二 　 鉄 道 事 業 又 は 軌 道 事 業 に 係 る 所 得 金 額

　 　 　

 県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額

　 　 　
×

当該新設し、又は増設した軌道のうち特別償却設備に係る軌道の延長キロメートル数

当該軌道を新設し、又は増設した者が県内に有する軌道の延長キロメートル数

　 三 　 前 二 号 以 外 の 業 種 に 係 る 所 得 金 額 又 は 収 入 金 額

　 　 　

 県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額又
は収入金額

　 　 　
×

当該新設し、又は増設した特別償却設備に係る従業者の数

当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数

２ 　 前 項 の 固 定 資 産 の 価 額 、 軌 道 の 延 長 キ ロ メ ー ト ル 数 及 び 従 業 者 の 数 の 算 定 に つ い て は 、 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 七 十 二 条 の 四 十 八 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で 、 第 九 項 及 び 第 十 項 並 び に 第 七 十 二 条 の 五 十 四 第

二 項 に 規 定 す る 事 業 税 の 分 割 基 準 及 び 所 得 の 算 定 の 例 に よ る 。

（ 不 均 一 課 税 の 申 請 ）

第 三 条 　 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ り 不 均 一 課 税 の 申 請 を し よ う と す る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と に 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

　 一 　 法 人 の 事 業 税 　 法 人 事 業 税 不 均 一 課 税 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ）

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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　 二 　 個 人 の 事 業 税 　 個 人 事 業 税 不 均 一 課 税 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 二 号 ）

　 三 　 不 動 産 取 得 税 　 不 動 産 取 得 税 不 均 一 課 税 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 三 号 ）

（ 不 均 一 課 税 の 取 消 し ）

第 四 条 　 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ り 不 均 一 課 税 を 取 り 消 し た 場 合 に お い て は 、 そ の 旨 を 別 記 様 式 第 四 号 に よ る 不 均 一 課

税 取 消 通 知 書 に よ り 、 当 該 取 り 消 さ れ た 者 に 通 知 す る も の と す る 。

（ 知 事 の 権 限 の 委 任 ）

第 五 条 　 条 例 に 規 定 す る 知 事 の 権 限 は 、 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） 第 四 条 並 び に 附 則 第

十 九 条 及 び 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ り 県 総 合 事 務 所 長 （ 県 税 事 務 所 長 を 含 む 。 ） に 委 任 す る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 二 十 七 年 八 月 十 日 か ら 適 用 す る 。
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別記様式第１号（第３条関係）

（表）

法 人 事 業 税 不 均 一 課 税 申 請 書

年　　　月　　　日　

　　石川県　　　　　事務所長　様

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　

法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　㊞　
　本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例第２条の規定による法人事業税の不均一課税を受

けたいので、次のとおり申請します。

事業年度 事業の種類
　　　　年　　　月　　　日から　　　　　　

確・修
　　　　年　　　月　　　日まで　　　　　　

不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額

減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額

摘
要

所

　得

　金

　額

区　　　　分

特定業務施設の用に供した新・増設の特別償却設備に関する明細

収　　入　　金　　額

合　　　　　　計

課　税　標　準 税　率 税　　　額

年400万円以下の金額

年800万円を超える金額

年400万円を超え年800万円以下の金額又は
年400万円を超える金額

計

円

取　得　価　額種　　　　類

工具・器具及び備品

船 舶 ・ 航 空 機

合　　　　計
　

取　得　価　額種　　　　類

建物及びその附属設備

構　　　 築 　　　物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

円円

円

区　　　　分 新　設　・　増　設
特 定 業 務 施 設

の用に供した日

特 定 業 務 施 設

整備計画の認定日

特 定 業 務 施 設

の用に供した日

の属する事業年度

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

所　 在 　地

事務所又は

事業所の名称

事業の種類

　

100
　

100
　

100

　

100
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（裏）

備考

　１　この申請書は、正副２通を提出してください。

　２　この申請書には、次に掲げる書類を２通添付してください。

　　⑴ 　事務所又は事業所全体の平面見取図（この見取図には、新・増設に係る建物及び機械装置並びに土地
の部分を明示すること。）

　　⑵ 　新・増設した事業年度に係る減価償却資産の償却に関する明細書（法人税法施行規則（昭和40年大蔵
省令第12号）別表16）の写し

　３ 　「事業の種類」欄には、事業の種類を具体的に、例えば「ミシン製造業」というように記載してください。
なお、２以上の事業を行う場合は、それぞれの事業を記載し、主たる事業には◎印を付けてください。

　４ 　「課税標準」欄には、次により算定した額の合算額を記載してください。なお、各欄に記載すべき金額
に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。

　　⑴ 　電気供給業、ガス供給業又は倉庫業に係る所得金額又は収入金額
　　　 　本県において課される事業税の課税標準となるべき所得金額又は収入金額（所得の階層区分により段

階税率が適用される場合には、その区分されたそれぞれの課税標準となるべき所得金額。⑵及び⑶にお

いて同じ。）に新設し、又は増設した特別償却設備に係る固定資産の価額を乗じ、県内に有する事務所

又は事業所の固定資産の価額で除して得た額

　　⑵ 　鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
　　　 　本県において課される事業税の課税標準となるべき所得金額に新設し、又は増設した軌道のうち特別

償却設備に係る軌道の延長キロメートル数を乗じ、県内に有する軌道の延長キロメートル数で除して得

た額

　　⑶ 　⑴及び⑵以外の業種に係る所得金額又は収入金額
　　　 　本県において課される事業税の課税標準となるべき所得金額又は収入金額に新設し、又は増設した特

別償却設備に係る従業者の数を乗じ、県内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して得た額

　５　代表者本人が署名する場合は、押印を省略することができます。
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付表１

（表）

課
税
標
準
の
総
額

所

　得

　金

　額

年400万円以下の金額
法　人　名

適 用 す る

区分の基準

円

円

人人人

年800万円を超える金額 １　固定資産価額

２　軌道延長キロメートル数

３　従業者数

計

１

２

３

１

２

３

収　　入　　金　　額

事 務 所 又 は 事 業 所

名　　　称

既　　　　設

合　　　　　　　計

所　　在　　地

　　　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで事業年度

月　　別

区　　分

区分の基準 課 税 標 準 額

年400万円を超え年800万円以下の
金額又は年400万円を超える金額

課 税 標 準 の 区 分 に 関 す る 明 細 書

事 務 所 又 は 事 業 所 の 従 業 者 数 の 内 訳

新・
増設
の箇
所　

新・
増設
の箇
所　

新・増設の

区　　　分

分割基準適用

後の事業年度

末現在の数値

計
月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

①　新設し、又は増設した特別

償却設備に直接従事する従業

者の数

②　上記①の新設し、又は増設

した特別償却設備に直接従事

する者以外の従業者の数

③　新設し、又は増設した特別

償却設備に直接従事する従業

者の数

④　上記③の新設し、又は増設

した特別償却設備に直接従事

する者以外の従業者の数

⑤　新設し、又は増設した特別

償却設備に直接従事する従業

者の数

⑥　上記⑤の新設し、又は増設

した特別償却設備に直接従事

する者以外の従業者の数
当該法人が県内に有する事務所又は事

業所に従事する従業者で上記の欄に掲

げるもの以外の数
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（裏）

備考

　１ 　この付表は、新設し、又は増設した特別償却設備において次の⑴から⑶までのうち２以上の区分の事業
を併せて行う法人にあっては、当該区分ごとに作成してください。

　　⑴　電気供給業、ガス供給業又は保険業

　　⑵　鉄道事業又は軌道事業

　　⑶　⑴及び⑵以外の業種

　２ 　「課税標準の総額」欄には、本県において課される事業税の課税標準となるべき所得金額又は収入金額
を記載してください。ただし、上記１により、当該区分ごとにこの付表を作成する場合は、当該区分に係

る本県において課される事業税の課税標準となるべき所得金額又は収入金額を記載してください。なお、

各欄に記載すべき金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
　３　「新・増設の区分」欄には、新設・増設の別及びその年月日を記載してください。

　４　「区分の基準」欄には、次による数値を記載してください。

　　⑴　電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の場合

　　　 　事業年度の末日現在における有形固定資産の価額（その金額に1,000円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てること。）

　　⑵　鉄道事業又は軌道事業の場合

　　　　事業年度の末日現在における軌道の延長キロメートル数

　　⑶　⑴及び⑵以外の業種の場合

　　　 　事業年度の末日現在における県内の事務所又は事業所の従業者の数。ただし、次のアからウまでに掲
げる県内の事務所又は事業所にあっては、それぞれアからウまでに定める従業者の数（その数に１人に

満たない端数を生じたときは、これを１人とすること。）とすること。なお、月数の計算は、暦に従っ

て計算し、１月に満たない端数を生じたときは、１月とすること。

　　　ア　事業年度の中途で新設された事務所又は事業所

　　　　　事業年度の末日現在の従業者数 ×
新設された日から事業年度の末日までの月数

事業年度の月数

　　　イ　事業年度の中途で廃止された事務所又は事業所

　　　　　廃止された月の前月末現在の従業者数 ×
廃止された日までの月数

事業年度の月数

　　　ウ 　事業年度の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の２倍を超える事務所又は
事業所

　　　　　
事業年度の各月の末日現在の従業者数を合計した数

事業年度の月数

　５ 　「課税標準額」欄には、「課税標準の総額」欄の所得金額の合計額又は収入金額に「区分の基準」欄の新・
増設又は既設の設備に係る数値を乗じ、合計の数値で除して得た額を記載してください。なお、「課税標

準額」欄の各欄に記載すべき金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
　６ 　「事務所又は事業所の従業者数の内訳」欄には、「区分の基準」が従業者数となる場合のみ記載してくだ
さい。
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付表２

減 価 償 却 資 産 の 取 得 価 額 等 の 明 細 書

減価償却資産の名称 取得の方法 取得年月日 取得価額
耐用

年数

特 別 償 却

の　有　無
摘　　　要

　 　 ・　　・
円

　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

　 　 ・　　・ 　 　 　 　

合　　　　計 　 　 　 　 　 　
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別記様式第２号（第３条関係）

（表）

個 人 事 業 税 不 均 一 課 税 申 請 書

年　　　月　　　日　

　　石川県　　　　　事務所長　様

住　所　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　㊞　
　本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例第２条の規定による個人事業税の不均一課税を受

けたいので、次のとおり申請します。

減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額

摘
要

特定業務施設の用に供した新・増設の特別償却設備に関する明細

年　度

不均一課税を受けようとする税額

年度　　

取　得　価　額種　　　　類

工具・器具及び備品

船 舶 ・ 航 空 機

合　　　　計
　

取　得　価　額種　　　　類

建物及びその附属設備

構　　　 築 　　　物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

円

円

円

円

区　　　　分 事 業 の 種 類新　設　・　増　設

特 定 業 務 施 設

整備計画の認定日
年　　　月　　　日

特 定 業 務 施 設

の用に供した日
年　　　月　　　日所　 在 　地

事務所又は

事業所の名称

年　　月　　日から　　

年　　月　　日まで　　

所 得 金 額 の

算　定　期　間

所　得　金　額

（課税標準額）

税　　　　　率

税　　　　　額

　

100
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（裏）

備考

　１　この申請書は、正副２通を提出してください。

　２　この申請書には、次に掲げる書類を２通添付してください。

　　⑴　別記様式第１号付表２による減価償却資産の取得価額等の明細書

　　⑵ 　事務所又は事業所全体の平面見取図（この見取図には、新・増設に係る建物及び機械装置並びに土地
の部分を明示すること。）

　　⑶　新・増設した年に係る減価償却資産の償却に関する明細書の写し

　３ 　「所得金額（課税標準額）」欄には、本県において課される事業税の課税標準となるべき所得金額に新設
し、又は増設した特別償却設備に係る従業者の数を乗じ、県内に有する事務所又は事業所の従業者の数で

除して得た額を記載してください。なお、課税標準となるべき所得金額に1,000円未満の端数があるとき
は、その端数を切り捨ててください。

　４ 　「事業の種類」欄には、事業の種類を具体的に、例えば「ミシン製造業」というように記載してください。
なお、２以上の事業を行う場合は、それぞれの事業を記載し、主たる事業には◎印を付けてください。

　５　申請者本人が署名する場合は、押印を省略することができます。
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付表

（表）

円人

人人人

円所得金額の総額 氏　　名

１

２

３

１

２

３

事 務 所 又 は 事 業 所

名　　　称

既　　　　設

合　　　　　　　計

所　　在　　地

月　　別

区　　分

従 業 者 数 所 得 金 額

課 税 標 準 の 区 分 に 関 す る 明 細 書

事 務 所 又 は 事 業 所 の 従 業 者 数 の 内 訳

新・
増設
の箇
所　

新・
増設
の箇
所　

新・増設の

区　　　分

分割基準適用

後の算定期間

末現在の数値

計

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

人

月
末

①　新設し、又は増設した特別

償却設備に直接従事する従業

者の数

②　上記①の新設し、又は増設

した特別償却設備に直接従事

する者以外の従業者の数

③　新設し、又は増設した特別

償却設備に直接従事する従業

者の数

④　上記③の新設し、又は増設

した特別償却設備に直接従事

する者以外の従業者の数

⑤　新設し、又は増設した特別

償却設備に直接従事する従業

者の数

⑥　上記⑤の新設し、又は増設

した特別償却設備に直接従事

する者以外の従業者の数
当該個人が県内に有する事務所又は事

業所に従事する従業者で上記の欄に掲

げるもの以外の数
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（裏）

備考

　１ 　「所得金額の総額」欄には、本県において課される事業税の課税標準となるべき所得金額を記載してく
ださい。

　２　「新・増設の区分」欄には、新設・増設の別及びその年月日を記載してください。

　３ 　「従業者数」欄には、所得金額の算定期間（以下「算定期間」という。）の末日現在における県内の事務
所又は事業所の従業者の数を記載してください。ただし、次の⑴から⑶までに掲げる県内の事務所又は事

業所にあっては、それぞれ⑴から⑶までに定める従業者の数（その数に１人に満たない端数を生じたとき

は、これを１人とすること。）を記載してください。なお、月数の計算は、暦に従って計算し、１月に満

たない端数を生じたときは、１月としてください。

　　⑴　算定期間の中途で新設された事務所又は事業所

　　　　算定期間の末日現在の従業者数 ×
新設された日から算定期間の末日までの月数

算定期間の月数

　　⑵　算定期間の中途で廃止された事務所又は事業所

　　　　廃止された月の前月末現在の従業者数 ×
廃止された日までの月数

算定期間の月数

　　⑶ 　算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の２倍を超える事務所又は事
業所

　　　　
算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数

算定期間の月数

　４ 　「所得金額」欄には、所得金額の総額に新・増設又は既設の設備に係る従業者数を乗じ、合計の従業者
数で除して得た額を記載してください。なお、所得金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を
切り捨ててください。
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別記様式第３号（第３条関係）

（表）

不 動 産 取 得 税 不 均 一 課 税 申 請 書

年　　　月　　　日　

　　石川県　　　　　事務所長　様

住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　

氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　㊞　
　本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例第３条の規定による次の不動産の取得に対する不

動産取得税の不均一課税を受けたいので、次のとおり申請します。

減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額

家

　
　
　
　
　屋

土

　
　
　
　
　地

摘
要

特定業務施設の用に供した新・増設の特別償却設備に関する明細

所　　　　在 種　類 構　造
建て床

面　積

延べ床

面　積

建設着手

年 月 日

取得の

方　法

取　　得

年 月 日

取　得

価　額

所　　　　在

家　屋

番　号

地　目 地　積
取得の

方　法

取　　得

年 月 日
取得価額 摘　　　　要地　番

取　得　価　額種　　　　類

工具・器具及び備品

船 舶 ・ 航 空 機

合　　　　計
　

取　得　価　額種　　　　類

建物及びその附属設備

構　　　 築 　　　物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

円

円㎡㎡

㎡ 円

円

区　　　　分 新　設　・　増　設

所　 在 　地

事業の種類

事務所又は

事業所の名称

特 定 業 務 施 設

の用に供した日

特 定 業 務 施 設

整備計画の認定日

特 定 業 務 施 設

の用に供した日

の属する事業年度

又　　 は 　　年

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・
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（裏）

備考

　１　この申請書は、正副２通を提出してください。

　２　この申請書には、次に掲げる書類を２通添付してください。

　　⑴　別記様式第１号付表２による減価償却資産の取得価額等の明細書

　　⑵ 　事務所又は事業所全体の平面見取図（この見取図には、新・増設に係る建物及び機械装置並びに土地
の部分を明示すること。）

　　⑶ 　新・増設した事業年度又は年に係る減価償却資産の償却に関する明細書（法人にあっては、法人税法
施行規則別表16）の写し

　３ 　「事業の種類」欄には、事業の種類を具体的に、例えば「ミシン製造業」というように記載してください。
なお、２以上の事業を行う場合は、それぞれの事業を記載し、主たる事業には◎印を付けてください。

　４　申請者本人（法人にあっては、代表者に限る。）が署名する場合は、押印を省略することができます。
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別記様式第４号（第４条関係）

不 均 一 課 税 取 消 通 知 書

第　　　　　号　

年　　月　　日　

　　住　　　　所

　　氏名又は名称

石川県　　　　　事務所長　印　
　本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例第５条の規定により、次のとおり不均一課税を取

り消したので、通知します。

年度又は事業年度 税　　　　　目 不 均 一 課 税 を 取 り 消 し た 税 額

円

取 消 し の 理 由

備考

　１ 　この取消処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、
行政不服審査法第５条の規定により、知事に対して審査請求をすることができます。審査請求書は、正副

２通を作成し、なるべく当所を経由して提出してください。

　２ 　処分の取消しの訴えは、上記審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に係る裁決の送達
を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、県を被告として（知事が、被告の代表者となります。）

提起することができます。ただし、

　　①　審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき、

　　②　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、

　　③　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

　　は、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

　



15平成 27年 10月７日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

　 住 民 基 本 台 帳 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 理 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 七 年 十 月 七 日

石 川 県 知 事 　 　 谷 　 　 本 　 　 正 　 　 憲 　

石 川 県 規 則 第 三 十 四 号

　 　 　 住 民 基 本 台 帳 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 理 に 関 す る 規 則

（ 石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 　 石 川 県 組 織 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　 別 表 第 一 第 二 号 の 表 石 川 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 の 項 中 「 第 三 十 条 の 九 第 二 項 」 を 「 第 三 十 条 の 四 十 第 二 項 」 に 改

め る 。

（ 石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 に 基 づ く 本 人 確 認 情 報 の 提 供 の 方 法 等 を 定 め る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 　 石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 に 基 づ く 本 人 確 認 情 報 の 提 供 の 方 法 等 を 定 め る 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 規 則

第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　 題 名 中 「 本 人 確 認 情 報 」 を 「 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 」 に 改 め る 。

　

 

　 第 一 条 及 び 第 二 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 本 人 確 認 情 報 」 を 「 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 　 石 川 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 石 川 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　

 

　 第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 三 十 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 の 十 五 第 一 項 」 に 、 「 本 人 確 認 情 報 に 」 を 「 都 道 府

県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 に 」 に 、 「 同 法 第 三 十 条 の 八 第 一 項 」 を 「 同 項 」 に 、 「 本 人 確 認 情 報 の 」 を 「 知 事 保 存 本 人

確 認 情 報 の 」 に 改 め る 。

　

 

　 第 六 条 第 一 項 第 一 号 ハ 、 第 九 条 の 二 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 並 び に 第 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 本 人 確 認 情 報 」

を 「 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 」 に 改 め る 。

第 四 条 　 石 川 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　 第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 三 十 条 の 十 五 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 の 十 五 第 一 項 本 文 」 に 改 め る 。

（ ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 　 ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 規 則 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　

 

　 第 六 条 第 三 項 中 「 第 三 十 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 三 十 条 の 六 第 一 項 」 に 、 「 第 三 十 条 の 七 第 五 項 第 二 号 」 を 「 第

三 十 条 の 十 三 第 二 項 」 に 、 「 そ の 提 供 」 を 「 当 該 申 請 者 若 し く は 当 該 浄 化 槽 管 理 士 に 係 る 都 道 府 県 知 事 保 存 本 人 確

認 情 報 （ 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 都 道 府 県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 で あ っ て 、 石 川 県 知 事 以 外 の 都 道 府 県 知 事 が 保 存 す

る も の を い う 。 第 十 条 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） の 提 供 」 に 、 「 第 三 十 条 の 八 第 一 項 第 二 号 」 を 「 第 三 十 条 の 十 五 第 一

項 」 に 、 「 そ の 利 用 」 を 「 当 該 申 請 者 若 し く は 当 該 浄 化 槽 管 理 士 に 係 る 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 （ 同 項 に 規 定 す る 都

道 府 県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 で あ っ て 、 石 川 県 知 事 が 保 存 す る も の を い う 。 第 十 条 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） の 利 用 」

に 改 め る 。

　

 

　 第 十 条 第 三 項 中 「 第 三 十 条 の 七 第 五 項 第 二 号 」 を 「 第 三 十 条 の 十 三 第 二 項 」 に 、 「 そ の 提 供 」 を 「 当 該 申 請 者 若

し く は 当 該 浄 化 槽 管 理 士 に 係 る 都 道 府 県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 の 提 供 」 に 、 「 第 三 十 条 の 八 第 一 項 第 二 号 」 を 「 第

三 十 条 の 十 五 第 一 項 」 に 、 「 そ の 利 用 」 を 「 当 該 申 請 者 若 し く は 当 該 浄 化 槽 管 理 士 に 係 る 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 の

利 用 」 に 改 め る 。

第 六 条 　 ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　 第 六 条 第 三 項 中 「 同 条 第 一 項 」 を 「 同 条 第 一 項 本 文 」 に 、 「 同 項 」 を 「 同 項 本 文 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 四 条 及 び 第 六 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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